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令和３年 11 月 12 日

静岡県（危機管理部）

災害による死亡者の氏名等の公表について（方針）

１ 趣旨

災害による死亡者の情報については、国の防災基本計画において、市町村・
関係機関が把握している人的被害の「人数」を都道府県が一元的に集約し、調
整を行うものとされているが、死亡者の「氏名等の公表」に関する法令や基準
は存在しない。
また、個人情報保護条例については、死者に適用される規定がない。
このため、県は、災害時における死亡者の氏名等の公表について方針を定め、

災害が発生した場合は、この方針に基づき、市町等と連携の上、災害による死
亡者の氏名等を公表する。

２ 公表の目的

災害による住民の死亡情報は、被災地域において、自主防災活動や連帯感・
コミュニティ維持の観点から重要であり、公表により地域住民の情報共有や
生活支援に資することとする。
また、安否不明者や行方不明者の氏名等を公表した場合は、住民に広く情報

提供を求める中、死亡者の氏名等についても、各不明者の情報と一体的・継続
的に公表することで、効率的で円滑な捜索活動や救出救助活動につなげる。
さらに、死亡者が多数の場合は、公表により死亡の事実を明確にし、情報管

理上の正確性を確保する。

３ 死亡者の定義

死亡者とは、「市町が、災害が原因で死亡したと認定した者」とする。
災害関連死として認定した者は、公表の対象とはしない。ただし、時期や人

数、原因等の状況によっては、公表の対象とする場合もある。
（参考）消防庁災害報告取扱要領；平成 24年３月消防応第 49 号

当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの又は死体は確認で
きないが死亡したことが確実な者
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４ 公表主体

死亡者の氏名等について、市町・関係機関（自衛隊・海上保安庁・警察等）
からの情報に基づいて、県が公表する。または、県と市町が共同で公表する。
（注）国の防災基本計画においては、人的被害の人数については、県が一元

的に集約することとなっており、氏名等公表についても、これを準拠し、
県が主体となって行うことを原則とする。

５ 公表する情報

（１）公表する情報

個人情報保護の考え方に準じ、かつ、遺族が承諾した範囲内で、氏名、住
所（大字まで）、性別（住民基本台帳記載の性別）、年齢を公表する。
なお、死亡確認日及び災害死亡認定日は名簿には掲載しないが、公表して
差し支えない。

（２）公表しない場合

ア 災害の規模や該当者の被災状況、人数などにより、明らかに公表の趣
旨・目的に適さない場合
イ ドメスティックバイオレンスやストーカー、児童虐待等の被害者で
ある場合

ウ 本人の権利利益が不当に侵害されるおそれが認められる場合
エ 遺族が公表を承諾しない場合

なお、遺族がいない場合又は遺族と連絡が取れない場合は、公表によ
って縁者が名乗り出る可能性があることを考慮し、公表する。

６ 公表した情報の活用

公表した情報については、安否不明者や行方不明者の把握・確認、捜索活動
や救出救助活動、被災者支援などの応急対策に活用する。

７ 公表の時期

市町が災害による死亡を認定した場合、その都度、公表する。
なお、公表は、原則として、災害発生から 3ヶ月以内とする。
災害発生から３ヶ月経過後に死亡が認定された場合は、その認定による氏

名等の公表から３ヶ月以内とする。
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８ 公表までの作業

心肺停止者が発見された後、医師による検案及び警察等による検視を行う。
その後、災害が原因で死亡したことを市町が認定する。なお、市町による災

害死亡認定の時点では、遺体の状態から死亡者が誰であるか特定できない場
合がある。
警察等による鑑定作業により死亡者の身元が判明した場合は、市町は遺族

に対し、氏名等の公表について承諾を得る。
市町は、死亡者の情報を県に提供（複数の場合は死亡者の名簿を作成して県

に送付）し、県は内容を精査・確認する。
県、または、県と市町が共同で死亡者を「亡くなられた方」として公表する。
なお、安否不明者・行方不明者の氏名等を公表しなかった場合、死亡者の氏

名等の公表については、災害の状況等に応じ、県と市町等が調整した上で個別
に検討し、是非を判断する。

９ 公表方法

県及び市町が各ホームページで氏名等（複数の場合は名簿）を掲載するとと
もに、記者会見や資料提供の方法により報道機関に情報提供する。
追加があった場合は、その都度、同様の方法により情報提供する。
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【参考】

１ 防災基本計画（国）

第 2編 第 2章 第 2節
１ 災害情報の収集・連絡
（３）災害発生直後の被害の第一次情報等の収集・連絡

「（抜粋）人的被害の数（死者・行方不明者数をいう。）については、
都道府県が一元的に集約、調整を行うものとする。都道府県は、関係
機関との連携のもと、整理・突合・精査を行い、直ちに消防庁へ報告
するものとする。また、人的被害の数について広報を行う際には、市
町村等と密接に連携しながら適切に行うものとする。」

２ 死者の個人情報保護

個人情報保護条例（条例第 58号）による個人情報は、死亡者には適用さ
れない。ただし、遺族の個人情報は保護されなければならないことから、死
亡者の情報については、遺族の意思を尊重する必要がある。（県法務文書課）

３ 戸籍法

第 89 条
「（抜粋）水難、火災その他の事変によって死亡した者がある場合には、
その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなけ
ればならない。」


